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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱硬化性樹脂と、窒化ホウ素の二次焼結粒子とを含む熱伝導性シート用樹脂組成物にお
いて、
　熱伝導性シートの１２１℃でのプレッシャークッカーテストにおける７２時間後の抽出
水のｐＨが６．５以上８．５以下となるように両性酸化物のナノ粒子が配合されており、
且つ前記窒化ホウ素の二次焼結粒子及び前記両性酸化物のナノ粒子の合計質量に対する前
記両性酸化物のナノ粒子の質量割合が１質量％以上１０質量％以下であることを特徴とす
る熱伝導性シート用樹脂組成物。
【請求項２】
　前記両性酸化物のナノ粒子の比表面積が２０ｍ２／ｇ以上であることを特徴とする請求
項１に記載の熱伝導性シート用樹脂組成物。
【請求項３】
　前記両性酸化物が酸化チタンであることを特徴とする請求項１又は２に記載の熱伝導性
シート用樹脂組成物。
【請求項４】
　熱硬化性樹脂の硬化物中に窒化ホウ素の二次焼結粒子を含む熱伝導性シートにおいて、
　熱伝導性シートの１２１℃でのプレッシャークッカーテストにおける７２時間後の抽出
水のｐＨが６．５以上８．５以下となるように両性酸化物のナノ粒子が配合されており、
且つ前記窒化ホウ素の二次焼結粒子及び前記両性酸化物のナノ粒子の合計質量に対する前
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記両性酸化物のナノ粒子の質量割合が１質量％以上１０質量％以下であることを特徴とす
る熱伝導性シート。
【請求項５】
　前記両性酸化物のナノ粒子の比表面積が２０ｍ２／ｇ以上であることを特徴とする請求
項４に記載の熱伝導性シート。
【請求項６】
　前記両性酸化物が酸化チタンであることを特徴とする請求項４又は５に記載の熱伝導性
シート。
【請求項７】
　一方の放熱部材に搭載された電力半導体素子と、前記電力半導体素子で発生する熱を外
部に放熱する他方の放熱部材と、前記電力半導体素子で発生する熱を前記一方の放熱部材
から前記他方の放熱部材に伝達する、請求項４～６のいずれか一項に記載の熱伝導性シー
トとを備えることを特徴とするパワーモジュール。
【請求項８】
　前記電力半導体素子は、ワイドバンドギャップ半導体によって形成されていることを特
徴とする請求項７に記載のパワーモジュール。
【請求項９】
　前記ワイドバンドギャップ半導体は、炭化ケイ素、窒化ガリウム系材料又はダイヤモン
ドであることを特徴とする請求項８に記載のパワーモジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱伝導性シート用樹脂組成物、熱伝導性シート及びパワーモジュールに関し
、特に、パワーモジュールなどの電気・電子機器の発熱部材から放熱部材へ熱を伝達させ
る熱伝導性シートの製造に用いられる熱伝導性シート用樹脂組成物、並びにこの熱伝導性
シート用樹脂組成物を用いて製造される熱伝導性シート及びパワーモジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気・電子機器の発熱部から生じた熱を放熱部材に伝達させる部材には、熱伝導性及び
電気絶縁性に優れていることが要求される。この要求を満たす部材として、熱伝導性及び
電気絶縁性に優れた無機充填材を熱硬化性樹脂の硬化物中に分散した熱伝導性シートが広
く用いられている。熱伝導性及び電気絶縁性に優れた無機充填材としては、アルミナ、窒
化ホウ素（ＢＮ）、シリカ、窒化アルミニウムなどが知られているが、その中でも窒化ホ
ウ素は、熱伝導性及び電気絶縁性に加えて化学的安定性にも優れており、しかも無毒性且
つ比較的安価でもあるため、熱伝導性シートに用いるのに最適である。また最近では、熱
伝導性シート中の窒化ホウ素の配向を制御する観点から、等方的な熱伝導性を有する窒化
ホウ素の二次焼結粒子が用いられている。一方、熱硬化性樹脂としては、発熱部材や放熱
部材に対する接着力及び熱伝導性シートの耐熱性などの観点から、エポキシ樹脂が一般に
用いられている。
【０００３】
　一般に、熱伝導性シートは、熱硬化性樹脂及び無機充填材を含む樹脂組成物を用い、放
熱部材（例えば、金属箔）にシート状に塗布した後、乾燥炉などで乾燥させることによっ
て製造される。また、パワーモジュールなどの電気・電子機器に熱伝導性シートを組み込
む場合、乾燥の際に樹脂組成物を半硬化させてＢステージ状態の熱伝導性シートを作った
後、加熱下で放熱部材（例えば、金属板やヒートシンク）と密着させることにより、熱硬
化性樹脂の完全硬化と放熱部材に対する接着とを同時に行う。したがって、ロットごと樹
脂組成物の硬化反応が異なる場合、放熱部材に対する熱伝導性シートの接着性が十分でな
いことがある。例えば、樹脂組成物の硬化反応が進みすぎてしまったＢステージ状態の熱
伝導性シートを用いた場合、放熱部材と十分に接着されず、熱伝導性シートが剥離するな
どの問題が生じる。また、ロットごとに樹脂組成物の硬化反応の進み具合が異なる場合、
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樹脂組成物のゲルタイムを安定化させることもできない。
【０００４】
　そこで、特許文献１では、窒化ホウ素に含まれる不純物成分（三酸化ホウ素）によるエ
ポキシ樹脂の硬化反応への影響を抑えるために、アミン系又はイミダゾール系の硬化促進
剤を樹脂組成物に配合することが提案されている。また、特許文献２では、硬化時間を遅
延させるために酸性化合物を配合した樹脂組成物が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－８８４０５号公報
【特許文献２】特開２００５－２７２５９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、窒化ホウ素には、三酸化ホウ素のような酸性物質だけでなくアンモニア
のような塩基性物質も不純物として存在しているため、樹脂組成物の硬化反応を制御する
ためには、これらの両方の不純物による影響を考慮する必要がある。特に、これらの不純
物は、窒化ホウ素の製造時に発生するため、ロットごとに窒化ホウ素の不純物の含有量も
異なっていることが多く、窒化ホウ素の不純物の含有量に影響されることなく樹脂組成物
の硬化反応を制御する必要がある。この点に関し、引用文献１では、三酸化ホウ素のよう
な酸性物質による硬化反応への影響しか考慮されていないため、樹脂組成物の硬化反応を
十分に制御することができない。また、引用文献２では、酸性化合物の配合によって樹脂
組成物の硬化反応を遅延させることができるもの、不純物の含有量がロットごとに異なる
窒化ホウ素を含む樹脂組成物の硬化反応を常に制御することは難しい。
【０００７】
　本発明は、上記のような問題を解決するためになされたものであり、窒化ホウ素の不純
物の含有量に影響されることなく硬化反応を制御することができ、且つ熱伝導性及び電気
絶縁性だけでなく放熱部材との接着性にも優れた熱伝導性シートを与える熱伝導性シート
用樹脂組成物を提供することを目的とする。
　また、本発明は、熱伝導性及び電気絶縁性だけでなく放熱部材との接着性にも優れた熱
伝導性シートを提供することを目的とする。
　さらに、本発明は、熱放散性及び電気絶縁性に優れ、信頼性の高いパワーモジュールを
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記のような問題を解決すべく鋭意研究した結果、不純物として存在す
る酸性物質及び塩基性物質の含有量がロットごとに異なる窒化ホウ素による樹脂組成物の
ｐＨ変化が、樹脂組成物の硬化反応の速度にバラツキを与える要因となっていることに着
目し、樹脂組成物のｐＨが特定の範囲となるように両性酸化物のナノ粒子を配合すること
により、樹脂組成物の硬化反応を制御し得ることを見出した。
　すなわち、本発明は、熱硬化性樹脂と、窒化ホウ素の二次焼結粒子とを含む熱伝導性シ
ート用樹脂組成物において、熱伝導性シートの１２１℃でのプレッシャークッカーテスト
における７２時間後の抽出水のｐＨが６．５以上８．５以下となるように両性酸化物のナ
ノ粒子が配合されており、且つ前記窒化ホウ素の二次焼結粒子及び前記両性酸化物のナノ
粒子の合計質量に対する前記両性酸化物のナノ粒子の質量割合が１質量％以上１０質量％
以下であることを特徴とする熱伝導性シート用樹脂組成物である。
【０００９】
　また、本発明は、熱硬化性樹脂の硬化物中に窒化ホウ素の二次焼結粒子を含む熱伝導性
シートにおいて、熱伝導性シートの１２１℃でのプレッシャークッカーテストにおける７
２時間後の抽出水のｐＨが６．５以上８．５以下となるように両性酸化物のナノ粒子が配
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合されており、且つ前記窒化ホウ素の二次焼結粒子及び前記両性酸化物のナノ粒子の合計
質量に対する前記両性酸化物のナノ粒子の質量割合が１質量％以上１０質量％以下である
ことを特徴とする熱伝導性シートである。
　さらに、本発明は、一方の放熱部材に搭載された電力半導体素子と、前記電力半導体素
子で発生する熱を外部に放熱する他方の放熱部材と、前記電力半導体素子で発生する熱を
前記一方の放熱部材から前記他方の放熱部材に伝達する、上記の熱伝導性シートとを備え
ることを特徴とするパワーモジュールである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、窒化ホウ素の不純物の含有量に影響されることなく硬化反応を制御す
ることができ、且つ熱伝導性及び電気絶縁性だけでなく放熱部材との接着性にも優れた熱
伝導性シートを与える熱伝導性シート用樹脂組成物を提供することができる。
　また、本発明によれば、熱伝導性及び電気絶縁性だけでなく放熱部材との接着性にも優
れた熱伝導性シートを提供することができる。
　さらに、本発明によれば、熱放散性及び電気絶縁性に優れ、信頼性の高いパワーモジュ
ールを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施の形態２における熱伝導性シートの断面図である。
【図２】本実施の形態３におけるパワーモジュールの断面図である。
【図３】酸化チタンの質量割合と、不純物の含有量が異なる二次焼結粒子を用いた２種類
の熱伝導性シート間のｐＨの差との関係を示すグラフである。
【図４】酸化チタンの比表面積と、不純物の含有量が異なる二次焼結粒子を用いた２種類
の熱伝導性シート間のｐＨの差との関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　実施の形態１．
　本実施の形態の熱伝導性シート用樹脂組成物（以下、「樹脂組成物」と略す。）は、窒
化ホウ素の二次焼結粒子及び熱硬化性樹脂に加えて、両性酸化物のナノ粒子を含む。
　両性酸化物は、酸性及び塩基性の両方の特性を示す両性物質である。つまり、両性酸化
物は、酸性溶液中では塩基性物質として働き、塩基性溶液中では酸性物質として働く。そ
のため、両性酸化物の配合により、ロットごとに異なる窒化ホウ素の不純物の種類及び含
有量に起因する樹脂組成物のｐＨ変動を抑制することが可能になる。その結果、樹脂組成
物の硬化反応の速度が安定化し、Ｂステージ状態の硬化の度合いを一定に保つことができ
、放熱部材との接着性に優れた熱伝導性シートを得ることが可能になる。
【００１３】
　両性酸化物としては、特に限定されず、当該技術分野において公知のものを使用するこ
とができる。両性酸化物の例としては、アルミナ、酸化チタン、酸化亜鉛などが挙げられ
る。これらの両性酸化物は、単独又は２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００１４】
　両性酸化物による樹脂組成物のｐＨ変動を抑制する効果は、両性酸化物の結晶表面に水
が吸着し、結合形態の異なる２種類のＯＨ官能基が酸及び塩基としてそれぞれ作用するこ
とによって生じると考えられる。そのため、樹脂組成物のｐＨ変動を抑制する効果を十分
に得るために、両性酸化物は、比表面積が大きいナノ粒子である必要がある。ここで、本
明細書において「ナノ粒子」とは、平均粒径が１ｎｍ以上５００ｎｍ以下の粒子のことを
意味する。両性酸化物をナノ粒子にする方法としては、特に限定されず、公知の方法に準
じて所定の平均粒径のものを作製することができる。このような両性酸化物のナノ粒子と
して、市販のものを用いることも可能である。
【００１５】
　両性酸化物のナノ粒子の比表面積は、ＢＥＴ法によって測定される場合に、好ましくは
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２０ｍ２／ｇ以上である。比表面積が２０ｍ２／ｇ未満であると、樹脂組成物のｐＨ変動
を抑制する効果が十分に得られない場合がある。
【００１６】
　両性酸化物のナノ粒子の配合量は、樹脂組成物を硬化して熱伝導性シートを作製した際
に、その熱伝導性シートのプレッシャークッカーテストにおける１２１℃／７２時間後の
抽出水のｐＨが６．５以上８．５以下となるような量である。プレッシャークッカーテス
トは、ｐＨが上記範囲内でないと、樹脂組成物のｐＨ変動が大きくなり、樹脂組成物の硬
化反応を十分に制御することができない。プレッシャークッカーテストによる抽出液のｐ
Ｈは、熱伝導性シート１ｇ及び純水２０ｇをそれぞれ秤量して容器に入れ、その容器を密
封した後、１２１℃で７２時間かけて加熱抽出し、室温まで冷却してから抽出液のｐＨを
ｐＨ測定器で測定することによって求めることができる。
【００１７】
　また、窒化ホウ素の二次焼結体及び両性酸化物のナノ粒子の合計質量に対する両性酸化
物のナノ粒子の質量割合は、好ましくは１質量％以上、より好ましくは１質量％以上１０
質量％以下である。両性酸化物のナノ粒子の質量割合が１質量％未満であると、樹脂組成
物のｐＨ変動が大きくなり、樹脂組成物の硬化反応を十分に制御することができない。
【００１８】
　窒化ホウ素の二次焼結粒子は、窒化ホウ素の一次粒子を等方的に凝集させ、焼結によっ
て一次粒子同士を結着させたものである。この二次焼結粒子は、窒化ホウ素の一次粒子か
ら構成されているため、三酸化ホウ素のような酸性物質や、アンモニアのような塩基性物
質を不純物として含有する。
　窒化ホウ素の一次粒子は、鱗片状の結晶構造を有している。また、窒化ホウ素の一次粒
子は、長径方向（結晶方向）の熱伝導性が大きく、短径方向（層方向）の熱伝導性が小さ
いという熱的異方性を有しており、結晶のａ軸方向（面方向）の熱伝導性は、ｃ軸方向（
厚み方向）の熱伝導性の数倍から数十倍と言われている。このような特徴を有する窒化ホ
ウ素の一次粒子を樹脂組成物に配合して熱伝導性シートを一般的な方法によって作製する
と、窒化ホウ素の長径方向がシート面方向と一致するように配向され易いため、シート厚
み方向の熱伝導性は向上しない。
　そこで、本発明では、等方的な熱伝導性を有する窒化ホウ素の二次焼結粒子を配合する
ことにより、シート厚み方向の熱伝導性を向上させている。
【００１９】
　二次焼結粒子を構成する窒化ホウ素の一次粒子の平均長径は、好ましくは１５μｍ以下
、より好ましくは０．１μｍ以上１０μｍ以下である。ここで、本明細書において「窒化
ホウ素の一次粒子の平均長径」とは、熱硬化性樹脂中に二次焼結粒子が分散された熱伝導
性シートを実際に作製し、この熱伝導性シートの断面を研磨して電子顕微鏡で数千倍に拡
大した写真を数枚撮影した後、一次粒子の長径を実際に測定し、その測定値を平均するこ
とによって求めた値を意味する。上記のような範囲の平均長径であれば、窒化ホウ素の一
次粒子があらゆる方向を向いて凝集するため、等方的な熱伝導性を有する二次焼結粒子と
なる。一方、窒化ホウ素の一次粒子の平均長径が１５μｍよりも大きいと、窒化ホウ素の
一次粒子が等方的に凝集しないため、二次焼結粒子の熱伝導性に異方性が現れることがあ
る（すなわち、特定方向の熱伝導性だけが高くなることがある）。その結果、シート厚み
方向の熱伝導性を十分に向上させることができない場合がある。
【００２０】
　二次焼結粒子の形状は、特に限定されないが、球状であることが好ましい。二次焼結粒
子が球状であれば、二次焼結粒子の配合量を多くしても樹脂組成物の流動性を確保するこ
とができる。
　二次焼結粒子の平均粒径は、好ましくは２０μｍ以上１８０μｍ以下、より好ましくは
４０μｍ以上１３０μｍ以下である。ここで、本明細書において「二次焼結粒子の平均粒
径」とは、熱硬化性樹脂中に二次焼結粒子が分散された熱伝導性シートを実際に作製した
後、この熱伝導性シートを、電気炉を用いて５００℃～８００℃の温度で空気雰囲気中に
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て５～１０時間程度熱処理して灰化することによって得た二次焼結粒子について、レーザ
ー回折・散乱法による粒度分布測定によって得られた粒径の平均値を意味する。二次焼結
粒子の平均粒径が２０μｍ未満であると、所望の熱伝導性を有する熱伝導性シートが得ら
れないことがある。一方、二次焼結粒子の平均粒径が１８０μｍを超えると、二次焼結粒
子を樹脂組成物中に混合分散させることが困難となり、作業性や成形性に支障を生じるこ
とがある。
　また、製造する熱伝導性シートの厚さに対する二次焼結粒子の最大粒径が大きすぎる場
合、界面を伝って絶縁性が低下するおそれがある。そのため、二次凝集粒子の最大粒径は
、製造する熱伝導性シートの厚さの約９割以下であることが好ましい。
【００２１】
　二次焼結粒子は、窒化ホウ素の一次粒子を含むスラリーをスプレードライ法などの公知
の方法によって凝集させて二次凝集粒子を得た後、焼結させることによって製造すること
ができる。ここで、焼成温度は、特に限定されることはないが、一般に約２，０００℃で
ある。二次凝集粒子の形状は、特に限定されることはないが、球状であることが好ましい
。球状の二次凝集粒子であれば、熱伝導性シートを製造する際に、樹脂の流動性を確保し
つつ、充填量を多くすることができる。
【００２２】
　二次焼結粒子の含有量は、樹脂組成物の固形分（熱伝導性シート）中で２０体積％以上
８０体積％以下となることが好ましい。特に、樹脂組成物の固形分中の二次焼結粒子の含
有量が３０体積％以上６５体積％以下の場合には、二次焼結粒子を樹脂組成物中に混合分
散させ易く、作業性や成形性が良好であると共に、熱伝導性シートの熱伝導性がより一層
向上する。二次焼結粒子の含有量が２０体積％未満であると、所望の熱伝導性を有する熱
伝導性シートが得られないことがある。一方、二次焼結粒子の含有量が８０体積％を超え
ると、二次焼結粒子を樹脂組成物中に混合分散させることが困難となり、作業性や成形性
に支障を生じることがある。
【００２３】
　熱硬化性樹脂としては、特に限定されず、当該技術分野において公知のものを用いるこ
とができる。熱硬化性樹脂の例としては、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、フェ
ノール樹脂、メラミン樹脂、シリコーン樹脂、ポリイミド樹脂などが挙げられる。これら
の中でも、エポキシ樹脂は、耐熱性や接着性などの特性に優れているので好ましい。エポ
キシ樹脂の例としては、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＦ型エポキシ
樹脂、オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹
脂、脂環脂肪族エポキシ樹脂、グリシジル－アミノフェノール系エポキシ樹脂などが挙げ
られる。これらの樹脂は、単独又は２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００２４】
　熱硬化性樹脂としてエポキシ樹脂を用いる場合、硬化剤の例としては、メチルテトラヒ
ドロ無水フタル酸、メチルヘキサヒドロ無水フタル酸及び無水ハイミック酸などの脂環式
酸無水物；ドデセニル無水コハク酸などの脂肪族酸無水物；無水フタル酸及び無水トリメ
リット酸などの芳香族酸無水物；ジシアンジアミド及びアジピン酸ジヒドラジドなどの有
機ジヒドラジド；トリス（ジメチルアミノメチル）フェノール；ジメチルベンジルアミン
；１，８－ジアザビシクロ（５，４，０）ウンデセン及びその誘導体；２－メチルイミダ
ゾール、２－エチル－４－メチルイミダゾール及び２－フェニルイミダゾールなどのイミ
ダゾール類などが挙げられる。これらの硬化剤は、単独又は２種以上を組み合わせて用い
ることができる。
　硬化剤の配合量は、使用する熱硬化性樹脂や硬化剤の種類などに応じて適宜設定すれば
よいが、一般的に１００質量部の熱硬化性樹脂に対して０．１質量部以上２００質量部以
下である。
【００２５】
　本実施の形態の樹脂組成物は、二次焼結粒子と熱硬化性樹脂の硬化物との界面の接着力
を向上させる観点から、カップリング剤を含むことができる。カップリング剤の例として
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は、γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－β（アミノエチル）γ－アミノ
プロピルトリエトキシシラン、Ｎ－フェニル－γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、
γ－メルカプトプロピルトリメトキシシランなどが挙げられる。これらのカップリング剤
は、単独又は組み合わせて用いることができる。
　カップリング剤の配合量は、使用する熱硬化性樹脂やカップリング剤の種類などに応じ
て適宜設定すればよいが、一般的に１００質量部の熱硬化性樹脂に対して０．０１質量部
以上１質量部以下である。
【００２６】
　本実施の形態の樹脂組成物は、当該組成物の粘度を調整する観点から、溶剤を含むこと
ができる。溶剤としては特に限定されず、使用する熱硬化性樹脂の種類や各成分の配合量
などに応じて適宜選択すればよい。かかる溶剤としては、例えば、トルエンやメチルエチ
ルケトンなどが挙げられる。これらは単独又は２種以上を組み合わせて用いることができ
る。
　溶剤の配合量は、混練が可能な量であれば特に限定されず、一般的に熱硬化性樹脂と無
機充填剤との合計１００質量部に対して４０質量部以上８５質量部以下である。
【００２７】
　上記のような構成成分を含有する本実施の形態の樹脂組成物の製造方法は、特に限定さ
れず、公知の方法に従って行うことができる。例えば、樹脂組成物は、以下のようにして
製造することができる。
　まず、所定量の熱硬化性樹脂と、この熱硬化性樹脂を硬化させるために必要な量の硬化
剤とを混合する。次に、この混合物に溶剤を加えた後、二次焼結粒子及び両性酸化物のナ
ノ粒子を加えて予備混合する。なお、樹脂組成物の粘度が低い場合には、溶剤を加えなく
てもよい。次に、この予備混合物を３本ロールやニーダなどを用いて混練することによっ
て樹脂組成物を得ることができる。なお、樹脂組成物にカップリング剤を配合する場合、
カップリング剤は混練工程前までに加えればよい。
【００２８】
　上記のようにして製造される本実施の形態の樹脂組成物は、不純物として存在する酸性
物質及び塩基性物質の含有量がロットごとに異なる窒化ホウ素による樹脂組成物のｐＨ変
化を、樹脂組成物のｐＨが特定の範囲となるように両性酸化物のナノ粒子を配合すること
によって制御しているため、樹脂組成物の硬化反応を制御することができる。そのため、
樹脂組成物のゲルタイムや、熱伝導性シートをパワーモジュールなどに組み込む際にＢス
テージ状態の硬化の度合いを安定化させることができるので、放熱部材との接着性に優れ
た熱伝導性シートを得ることができる。また、この樹脂組成物は、窒化ホウ素の二次焼結
粒子を配合しているため、熱伝導性及び電気絶縁性に優れた熱伝導性シートを与えること
ができる。
【００２９】
　実施の形態２．
　本実施の形態の熱伝導性シートは、上記の樹脂組成物をシート状に成形した後、硬化し
てなるものである。すなわち、本実施の形態の熱伝導性シートは、熱硬化性樹脂の硬化物
中に窒化ホウ素の二次焼結粒子を含み、熱伝導性シートの１２１℃でのプレッシャークッ
カーテストにおける７２時間後の抽出水のｐＨが６．５以上８．５以下となるように両性
酸化物のナノ粒子を配合している。
【００３０】
　以下、図面を参照して本実施の形態の熱伝導性シートについて説明する。
　図１は、本実施の形態における熱伝導性シートの断面図である。図１において、熱伝導
性シート１は、熱硬化性樹脂の硬化物２と、この熱硬化性樹脂の硬化物２中に分散された
窒化ホウ素の二次焼結粒子３及び両性酸化物のナノ粒子５とから構成されている。そして
、窒化ホウ素の二次焼結粒子３は、窒化ホウ素の一次粒子４から構成されている。
【００３１】
　本実施の形態の熱伝導性シート１は、上記の樹脂組成物を基材に塗布して乾燥した後、
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塗布乾燥物を加熱して硬化させることによって製造することができる。また、必要であれ
ば塗布乾燥物を所定のプレス圧で加圧しながら加熱して硬化させてもよい。
　ここで、基材としては、特に限定されず、例えば、離型処理された樹脂シートやフィル
ムなどの公知の離型性基材が挙げられる。また、熱伝導性シート１を放熱部材上に直接形
成する場合には、放熱部材を基材として用いてもよい。ここで、放熱部材としては特に限
定されないが、例えば、リードフレーム、ヒートシンク、ヒートスプレッダなどが挙げら
れる。
　樹脂組成物の塗布方法としては、特に限定されず、ドクターブレード法などの公知の方
法を用いることができる。
　塗布した樹脂組成物の乾燥は、周囲温度で行ってよいが、溶剤の揮発を促進させる観点
から、必要に応じて８０℃以上１５０℃以下に加熱してもよい。
【００３２】
　塗布乾燥物を加圧する場合、プレス圧は、特に限定されないが、好ましくは０．５ＭＰ
ａ以上５０ＭＰａ以下、より好ましくは１．９ＭＰａ以上３０ＭＰａ以下である。また、
プレス時間は、特に限定されないが、一般的に５分以上６０分以下である。
　塗布乾燥物の硬化温度は、使用する熱硬化性樹脂の種類にあわせて適宜設定すればよい
が、一般的に１５０℃以上２５０℃以下である。また、硬化時間は、特に限定されないが
、一般的に２分以上２４時間以下である。
【００３３】
　上記のようにして製造される本実施の形態の熱伝導性シートは、窒化ホウ素の不純物の
含有量に影響されることなく硬化反応を制御できる樹脂組成物を用いて形成しているため
、放熱部材との接着性に優れている。また、この熱伝導性シートは、窒化ホウ素の二次焼
結粒子を配合しているため、熱伝導性及び電気絶縁性にも優れている。
【００３４】
　実施の形態３．
　本実施の形態のパワーモジュールは、上記の樹脂組成物から得られる熱伝導性シートを
具備する。すなわち、本実施の形態のパワーモジュールは、一方の放熱部材に搭載された
電力半導体素子と、電力半導体素子で発生する熱を外部に放熱する他方の放熱部材と、半
導体素子で発生する熱を一方の放熱部材から他方の放熱部材に伝達する、上記の熱伝導性
シートとを備えることを特徴とする。
【００３５】
　以下、本実施の形態のパワーモジュールについて図面を用いて説明する。
　図２は、本実施の形態のパワーモジュールの断面図である。図２において、パワーモジ
ュール１０は、一方の放熱部材であるリードフレーム１２と、他方の放熱部材であるヒー
トシンク１４と、リードフレーム１２とヒートシンク１４との間に配置された熱伝導性シ
ート１１と、リードフレーム１２に搭載された電力半導体素子１３及び制御用半導体素子
１５とを備えている。そして、電力半導体素子１３と制御用半導体素子１５との間、及び
電力半導体素子１３とリードフレーム１２との間は、金属線１６によってワイヤボンディ
ングされている。また、リードフレーム１２の外部接続部、及びヒートシンク１４の外部
放熱部以外は封止樹脂１７で封止されている。
【００３６】
　このパワーモジュールにおいて、熱伝導性シート１１以外の部材は特に限定されず、当
該技術分野において公知のものを用いることができる。例えば、電力半導体素子１３とし
ては、ケイ素によって形成されたものを用いることができるが、ケイ素に比べてバンドギ
ャップが大きいワイドバンドギャップ半導体によって形成されたものを用いることが好ま
しい。ワイドバンドギャップ半導体としては、例えば、炭化ケイ素、窒化ガリウム系材料
又はダイヤモンドが挙げられる。
　ワイドバンドギャップ半導体によって形成された電力半導体素子１３は、耐電圧性が高
く、許容電流密度も高いため、電力半導体素子１３の小型化が可能となる。そして、この
ように小型化された電力半導体素子１３を用いることにより、電力半導体素子１３を組み
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込んだパワーモジュールの小型化も可能になる。
　また、ワイドバンドギャップ半導体により形成された電力半導体素子１３は、耐熱性も
高いため、リードフレーム１２やヒートシンク１４などの放熱部材などの小型化にもつな
がり、パワーモジュールの一層の小型化が可能になる。
　さらに、ワイドバンドギャップ半導体により形成された電力半導体素子１３は、電力損
失も低いため、素子としての高効率化も可能となる。
【００３７】
　パワーモジュールに熱伝導性シート１１を組み込む方法としては、特に限定されること
はなく、公知の方法に従って行うことができる。例えば、熱伝導性シート１１を別個に作
製した場合、電力半導体素子１３などの各種部品を搭載したリードフレーム１２と、ヒー
トシンク１４との間に熱伝導性シート１１を挟み込んだ後、これをトランスファーモール
ド成型用金型に配置し、トランスファーモールド成型装置を用いて封止樹脂１７を金型に
流し込み、加圧及び加熱して封止すればよい。
また、ヒートシンク１４に熱伝導性シート１１を直接形成した場合、電力半導体素子１３
などの各種部品を搭載したリードフレーム１２を熱伝導性シート１１上に配置した後、こ
れをトランスファーモールド成型用金型に配置し、トランスファーモールド成型装置を用
いて封止樹脂１７を金型に流し込み、加圧及び加熱して封止すればよい。
　なお、上記では、トランスファーモールド法による封止方法を説明したが、それ以外の
公知の方法（例えば、プレス成形法、射出成形法、押出成形法）などを用いてもよい。
【００３８】
　特に、パワーモジュールに熱伝導性シート１１を組み込む場合、熱硬化性樹脂がＢステ
ージ状態（半硬化状態）にある熱伝導性シート１１を予め作製しておき、これをリードフ
レーム１２とヒートシンク１４との間に挟みこんだ後、所定のプレス圧で加圧しながら１
５０℃以上２５０℃以下に加熱することで熱伝導性シート１１を作製することが好ましい
。この方法によれば、熱伝導性シート１１に対するリードフレーム１２及びヒートシンク
１４の接着性を高めることができる。
【００３９】
　上記のようにして製造される本実施の形態のパワーモジュールは、熱放散性及び電気絶
縁性だけでなく放熱部材との接着性に優れた熱伝導性シート１１を有しているので、熱放
散性及び電気絶縁性に優れていると共に、信頼性も高い。
【実施例】
【００４０】
　以下、実施例及び比較例により本発明の詳細を説明するが、これらによって本発明が限
定されるものではない。
　実施例及び比較例で用いた両性酸化物のナノ粒子（以下、「酸化チタン」と略す。）の
種類及びその比表面積を表１に示す。
【００４１】
【表１】

【００４２】
　下記の実施例１～１８及び比較例１～８で用いた窒化ホウ素の二次焼結粒子を公知の方
法で作製した。表２に二次焼結粒子の特徴を示す。
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【００４３】
【表２】

【００４４】
　表２中、二次焼結粒子中の不純物（三酸化ホウ素及びアンモニア）の含有量は、２．５
ｇの二次焼結粒子と、５０ｇのエタノール水溶液（エタノールの含有量２０質量％）とを
それぞれ秤量して容器に入れ、その容器を密封した後、５０℃で１０時間かけて加熱抽出
した。得られた抽出液において、三酸化ホウ素（Ｂ２Ｏ３）の含有量をＩＣＰにより測定
し、アンモニア（ＮＨ４

＋）をイオンクロマトグラフにより測定した。
【００４５】
　（実施例１）
　液状のビスフェノールＡ型エポキシ樹脂（熱硬化性樹脂、ジャパンエポキシレジン株式
会社製エピコート８２８）１００質量部と、１－シアノエチル－２－メチルイミダゾール
（硬化剤、四国化成工業株式会社製キュアゾール２ＰＮ－ＣＮ）１質量部とを混合した後
、メチルエチルケトン（溶剤）１６６質量部をさらに加えて混合攪拌した。次に、この混
合物に、二次焼結粒子ａ又はｂを２８７質量部加えて混合した後、酸化チタンＣを１５．
２質量部さらに加えて混合した。次に、この混合物を三本ロールにて混練し、二次焼結粒
子ａ又はｂ及び酸化チタンＣが均一に分散された２種類の樹脂組成物を得た。
【００４６】
　次に、この樹脂組成物を厚さ５０μｍの基材（ＰＥＴフィルム）上にドクターブレード
法にて塗布した後、１１０℃で１５分間加熱乾燥させることによって、厚さが１００μｍ
でＢステージ状態の熱伝導性シートを得た。
　次に、基材上に形成したＢステージ状態の熱伝導性シートを、熱伝導性シート側が内側
になるように２枚重ねた後、１２０℃で１時間加熱し、さらに１６０℃で３時間加熱する
ことで、熱硬化性樹脂を完全に硬化させ、２つの基材に挟まれた熱伝導性シートを得た。
【００４７】
　（実施例２）
　酸化チタンＣの配合量を３質量部に変えたこと以外は実施例１と同様にして、樹脂組成
物及び２つの基材に挟まれた熱伝導性シートを得た。
　（実施例３）
　酸化チタンＣの配合量を９質量部に変えたこと以外は実施例１と同様にして、樹脂組成
物及び２つの基材に挟まれた熱伝導性シートを得た。
　（実施例４）
　酸化チタンＣの配合量を３２質量部に変えたこと以外は実施例１と同様にして、樹脂組
成物及び２つの基材に挟まれた熱伝導性シートを得た。
【００４８】
　（実施例５）
　酸化チタンＣの代わりに酸化チタンＡを用いたこと以外は実施例１と同様にして、樹脂
組成物及び２つの基材に挟まれた熱伝導性シートを得た。
　（実施例６）
　酸化チタンＣの代わりに酸化チタンＢを用いたこと以外は実施例１と同様にして、樹脂
組成物及び２つの基材に挟まれた熱伝導性シートを得た。
　（実施例７）
　酸化チタンＣの代わりに酸化チタンＤを用いたこと以外は実施例１と同様にして、樹脂
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組成物及び２つの基材に挟まれた熱伝導性シートを得た。
【００４９】
　（実施例８）
　酸化チタンＣの代わりに酸化チタンＥを用いたこと以外は実施例１と同様にして、樹脂
組成物及び２つの基材に挟まれた熱伝導性シートを得た。
　（実施例９）
　酸化チタンＣの代わりに酸化チタンＦを用いたこと以外は実施例１と同様にして、樹脂
組成物及び２つの基材に挟まれた熱伝導性シートを得た。
【００５０】
　（比較例１）
　酸化チタンＣを配合しないこと以外は実施例１と同様にして、樹脂組成物及び２つの基
材に挟まれた熱伝導性シートを得た。
　（比較例２）
　酸化チタンＣの配合量を１．８質量部に変えたこと以外は実施例１と同様にして、樹脂
組成物及び２つの基材に挟まれた熱伝導性シートを得た。
【００５１】
　実施例１～９及び比較例１～２で得られた熱伝導性シートについて、プレッシャークッ
カーテストにおける抽出液のｐＨの測定を次のようにして行った。
　熱伝導性シート１ｇ及び純水２０ｇをそれぞれ秤量して容器に入れ、その容器を密封し
た後、１２１℃で７２時間かけて加熱抽出し、室温まで冷却してから抽出液のｐＨをｐＨ
測定器で測定した。また、異なる二次焼結粒子を用いた場合に抽出液のｐＨにどの程度の
バラツキが出るのかを示すために、各実施例及び比較例で作製した２種類の熱伝導性シー
ト間のｐＨの差の絶対値を算出した。これらの結果を表３に示す。なお、各実施例及び比
較例で使用した成分の種類や配合量などについても表３にまとめた。ここで、配合量は、
特に単位を明記しない限りは質量部である。
【００５２】
【表３】

【００５３】
　表３の結果に示されているように、実施例１～９の熱伝導性シートは、プレッシャーク
ッカーテストにおける抽出液のｐＨが６．５～８．５の範囲にあり、不純物の含有量が異
なる二次焼結粒子を用いた２種類の熱伝導性シート間のｐＨの差も小さかった。したがっ
て、樹脂組成物の硬化反応速度のバラツキを抑えることができ、放熱部材との接着性が高
まると考えられる。
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　一方、比較例１の熱伝導性シートは、酸化チタンを配合していないため、プレッシャー
クッカーテストにおける抽出液のｐＨを特定の範囲に制御することができず、不純物の含
有量が異なる二次焼結粒子を用いた２種類の熱伝導性シート間のｐＨの差も大きかった。
また、比較例２の熱伝導性シートは、酸化チタンを配合しているものの、その配合量が適
切でないため、プレッシャークッカーテストにおける抽出液のｐＨを特定の範囲に制御す
ることができず、不純物の含有量が異なる二次焼結粒子を用いた２種類の熱伝導性シート
間のｐＨの差も大きかった。このように、不純物の含有量が異なる二次焼結粒子によって
ｐＨが変化すると、樹脂組成物の硬化反応速度のバラツキを抑えることができないため、
放熱部材との接着性が低下してしまうと考えられる。
【００５４】
　ここで、酸化チタンの質量割合（二次焼結粒子及び酸化チタンの合計質量に対する酸化
チタンの質量割合）と、不純物の含有量が異なる二次焼結粒子を用いた２種類の熱伝導性
シート間のｐＨの差との関係を示すグラフを図３に示す。このグラフでは、同じ種類の酸
化チタンＣを配合した実施例１～４及び比較例２の熱伝導性シート、並びに酸化チタンを
配合していない実施例１の熱伝導性シートにおける結果を比較した。
　図３のグラフに示されるように、酸化チタンＣを用いた場合は、その質量割合を１質量
％以上とすることで、ｐＨ差を小さくすることができ、樹脂組成物の硬化反応速度のバラ
ツキを抑えることができると考えられる。
【００５５】
　次に、酸化チタンの比表面積と、不純物の含有量が異なる二次焼結粒子を用いた２種類
の熱伝導性シート間のｐＨの差との関係を示すグラフを図４に示す。このグラフでは、同
じ配合量の酸化チタンを配合した実施例１及び５～９の熱伝導性シートにおける結果を比
較した。
　図４のグラフに示されるように、酸化チタンの比表面積が大きくなると、ｐＨ差が小さ
くなる傾向にある。酸化チタンの比表面積が１７ｍ２／ｇでもｐＨ差は十分に小さいが、
より一層ｐＨ差を小さくして樹脂組成物の硬化反応速度のバラツキを抑えるには、酸化チ
タンの比表面積を２０ｍ２／ｇ以上とすることが好ましいと考えられる。
【００５６】
　以上の結果からわかるように、本発明によれば、窒化ホウ素の不純物の含有量に影響さ
れることなく硬化反応を制御することができ、且つ熱伝導性及び電気絶縁性だけでなく放
熱部材との接着性にも優れた熱伝導性シートを与える熱伝導性シート用樹脂組成物を提供
することができる。また、本発明によれば、熱伝導性及び電気絶縁性だけでなく放熱部材
との接着性にも優れた熱伝導性シートを提供することができる。さらに、本発明によれば
、熱放散性及び電気絶縁性に優れ、信頼性の高いパワーモジュールを提供することができ
る。
【符号の説明】
【００５７】
　１　熱伝導性シート、２　熱硬化性樹脂の硬化物、３　窒化ホウ素の二次焼結粒子、４
　窒化ホウ素の一次粒子、５　両性酸化物のナノ粒子、１０　パワーモジュール、１１　
熱伝導性シート、１２　リードフレーム、１３　電力半導体素子、１４　ヒートシンク、
１５　制御用半導体素子、１６　金属線、１７　封止樹脂。
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